
【空家等に関する相談窓口】 

空家等に関する窓口は、

農林建設課になります。 

☎0224-37-2115 

1 空家特措法に基づく必要な措置の協議 

2 固定資産税の住宅用地特例措置の除外 など 

行
政
代
執
行

助
言
・
指
導

勧
　
告

命
　
令

公
　
示

戒
　
告

空家特措法に基づく措置 行政代執行法に基づく措置

〇措置の流れ
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（５）特定空家等に対する措置及びその他の対処  

七ヶ宿町空家等対策協議会を設置し、特定空家等に対して対策の方針などを

協議し、所有者や管理者に個々の状況に応じて必要な措置を行っていきます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）空家等対策における関係課の役割  

空家等がもたらす問題は、環境や防災、建築等多分野を横断し多岐にわたる

ことから、役場内の関係課が連携し空家等の対策を実施していきます。 
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１ 計画の趣旨 

  近年、居住又は使用が常時されていない住宅及びその敷地（以下「空家等」と

いう。）が年々増加しています。空家等の中には、適切な管理が行われておらず

安全性の低下や景観の阻害など多岐にわたる問題を生じさせ、住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしている空家等があります。 

このようなことから、町内の空家等がもたらす問題に対応するため「空家等対

策の推進に関する特別措置法」に基づき、空家等に関する対策を総合的かつ計

画的に実施するため計画を策定しました。この計画をもとに、安心して暮らせ

るまちづくりを目指して、空家等の発生防止と適正管理を図っていきましょう。 

 

2 七ヶ宿町の空家等の状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

空家等実態調査状況（調査年度：平成 27年度） 

地区名 調査件数 空家候補 
アンケート 

送付数 

アンケート 

返信有 
空家※ 

干 蒲   １４   １３  １３    ８     １ 

湯 原   ３１   ２５  ２２  １３     ６ 

峠 田   １２   １２  １１    ７     ４ 

滑 津   １３   １０  １２    ９     ４ 

関   ６８   ５４  ４８  ３０   １２ 

横 川   １１ ７    ８    ７     ３ 

長 老     ８     ５    ５    ４     １ 

稲 子     ８     ７    ３    ３     ２ 

合 計 １６５ １３３ １２２   ８１   ３３ 

 

七ヶ宿町空家等対策計画を策定しました 

平成２７年度に外観目視による空家等実態調査を

行い、その結果、空家等と推定された住宅は１３３

棟でありました。その空家等の所有者等を調査し、

確認ができた１２２棟の所有者等にアンケート調査

を行いました。アンケート調査で、回収できたもの

が８１件（回収率 66．39％）で、アンケート結果

を踏まえて、空家等と判定された住宅は３３棟であ

りました。 

〇農林建設課 

・空家等対策の全般に関すること 

・空家等対策計画の変更に関すること 

・空家等の助成に関すること 

・空家バンクに関すること 

〇総務課 

・防犯対策に関すること 

・災害対策及び災害時の対応に関すること 

〇町民税務課 

・固定資産税課税台帳等の情報提供に関すること 

・固定資産税等の住宅用特例の運用に関すること 

・空家等の相続人情報提供に関すること 

・生活環境の保全に関すること 

〇健康福祉課 

・単身高齢者世帯等の情報提供に関すること 

〇ふるさと振興課 

・移住定住に関わる空家等の活用に関すること 

空家等対策における役割(業務内容) 

※空家:アンケートで「利用していない」と回答した件数 



利活用の推進 

特定空家等への対応 

1 町民や所有者等への啓発  

2 所有者等への情報提供 

3 相続登記の促進 など 

1 空家バンク等の活用 

2 空家等への助成制度の活用促進 

3 空家等を除却し、跡地を活用する活動の支援 など 

■倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態 

■著しく衛生上有害となる恐れのある状態 

■適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

■その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

「空家等」とは 
家主の不在が常態化しており、居住やその他の使用がなされていない建物や 

敷地のこと。 

【助成制度について】 

■住みたい住宅応援事業 

空家の改修や環境整備に要する費用の一部を助成し、住環境の向上と町民が安心して 

住み続けられる住まいづくりを応援します。 

「相続登記」 

とは 

不動産の所有者が亡くなられた場合に、土地・建物の名義を相続人の名義に変更

する手続きです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 空家等対策の基本的事項 

（１）基本方針  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）空家等に関する調査  

町民の皆さまからの情報提供を広く求め、適切な管理が行われていない空家等には、

立入調査や所有者等の確認を行い状況の把握を行います。 

（３）所有者等による空家等の適切な管理の促進  

住宅（空家）は個人の資産です。所有者または管理者には適正に管理する「責務」

があり、定期的に状況を確認し、メンテナンスを行い、従前どおりの状態を維持す

ることが求められます。また、相続した場合などに、速やかに土地・建物の登記手

続きを行い、権利関係を整理しておくことも大切な「管理」のひとつです。 

「個人の財産である空家等の管理は、所有者等が自ら行うことが原則であること」

の理解を改めて促し、空家等が管理不全状態になることを未然に防ぐために対策を

講じます。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

（４）空家等及び除却した跡地の活用の促進  

賃貸や売却が可能な空家等の情報を集約し、空家バンク等を活用して空家等の利

活用を希望する人に情報提供を行います。また、空家等の改修や環境整備のための

助成制度の活用を推進するとともに、再利用が可能な空家等及び除却した跡地は、

例えば空家等のリフォームの普及や促進による賃貸住宅への転用、空家等の他用途

の施設(地域の集会所、移住体験宿泊施設、店舗等)への転用、駐車場や公園等とし

て地域の実情に合わせた地域活性化につながる利活用を推進します。 

 

 

 

 

 

計画期間：平成３０年度から平成３４年度までの５年間 対象地区：町内全域 

適正管理の促進 
空家は個人の財産であり、所有者や管理者が適正に管理する責務が

あります。管理不全な空家等は様々な問題を引き起こす要因となる

ことから適正管理のための取組を行います。 

賃貸や売却が可能な空家等を集約し、空家等の利活用を希望する人に

情報提供します。また、再利用が可能な空家等及び除却した跡地は、

地域の実情に合わせた地域活性化につながる利活用を推進します。 

特定空家等は、防災や環境及び衛生等のさまざまな面において地域住

民の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れがあることから、必要な措置

を講じて問題の解決に向けた取り組みを行います。 

「特定空家等」 

の基準とは 

空家等対策を効果的かつ効率的に推進するために、

次の３点を基本方針に今後の取組を進めていきます。 
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